
四日市市上下水道局公告ＮＯ．Ｅ００１ 

次のとおり一般競争入札に付します。 

平成３０年９月３日 

四日市市上下水道事業管理者 倭 猛 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達件名及び数量 ① 調達件名 下水道施設等で使用する電気の調達 

② 数量 予定契約電力：仕様書による。 

予定使用電力量：仕様書による。 

(2) 仕様等  仕様書による。 

(3) 使用期間 平成３０年１２月１日から平成３１年１１月３０日まで 

(4) 需要場所 橋北ポンプ場（四日市市新浜町地内）ほか３３施設 

(5) 入札方法  入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（基 

本料金単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、あ 

らかじめ当市が別途提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づ 

き算出した各月の対価の年間総価を３４施設分合算した金額を入札金額とする 

こと。 

 なお、入札金額には、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。 

また、入札金額の算定にあたっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る

燃料価格変動の調整額及び太陽光発電促進付加金並びに電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこ

ととする。 

  

２ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加することができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

(2) 本件入札の公告の日において本市の入札参加資格者名簿（物品・業務委託）に登録されて

いること。 

(3) 電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者。 

(4) 本件入札の公告の日から入札の日までの間、本市から入札参加資格停止の措置を受けてい

る期間がないこと。 

(5) 本件入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排

除措置要綱（平成２０年四日市市告示第２８号）に基づく排除措置を受けている期間がない

こと。 

(6) 四日市市上下水道局の電力調達に係る環境配慮方針第６条に定める入札参加資格を有す

ること。 

(7) 国、法人税法第２条第５号の公共法人又は建設業法施行規則第１８条に規定する法人を契

約の相手方とし、12 か月以上継続して電気を供給した実績を有すること。 



(8) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でないこと。 

(9) その他関係法令、規則等に違反していない者。 

 

３ 入札参加資格の確認 

(1) 本件入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類（②及び③の添付書類を含む。）

１部を四日市市に提出しなければならない。 

① 四日市市上下水道局一般競争入札参加資格確認申請書 

② 四日市市上下水道局環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書 

③ 電気供給の履行実績書（旧制度における一般電気事業者は除く） 

 (2) 提出先、提出期限及び提出方法 

① 提出先  〒510-0076 四日市市堀木一丁目３番１８号 

       四日市市上下水道局 総務課宛 

② 提出期限 平成３０年９月１８日 午後３時００分まで 

③ 提出方法 持参又は郵便等を利用した送付。 

なお、郵便等を利用して３（１）の書類を送付した場合において、提出期限

までに到達しなかったとしても、当市はその責任を負わない。 

(3) 入札参加資格がないと認めた者に対する連絡等 

① 入札参加資格を満たしていないことが確認された者のみ、平成３０年９月２０日に電話

により連絡する。 

  ② ①の連絡を受けた者は、平成３０年９月２１日までに、書面によりその理由について説

明を求めることができる。 

  ③ 上下水道事業管理者は、②の説明を求められたときは、平成３０年９月２１日に書面に

より回答する。 

 

４ 仕様書の内容等に関する質問及び回答 

(1) 平成３０年９月１３日午後３時００分までに、書面により申し出ることができる。 

(2) 回答は、平成３０年９月１８日に、上下水道局管理部総務課事務室及び上下水道局ホーム

ページで公表する。 

 

５ 入札並びに開札の日時及び場所 

(1) 入札について 

① 入札方法 郵便による入札（一般書留、簡易書留、特定記録のいずれかに限る。） 

② 郵送先  〒510-0000 四日市郵便局留め 四日市市上下水道局 あて 

③ 郵送期間 平成３０年９月１８日から平成３０年９月２４日まで（必着） 

④ 入札書及び入札金額明細書並びに入札書等送付用封筒 

  ア 入札書及び入札金額明細書  

（ア）入札書  局指定様式に限る。 

（イ）入札金額明細書  局指定様式又はこれに準じた様式。なお、上下水道局ホー

ムページに掲載した入札金額明細書（Excel）には関数等が挿



入されているが、当市は、その計算結果について責任を負わ

ない。 

  イ 入札書等送付用封筒 （ア）開札日、（イ）調達件名、（ウ）差出人の住所及び商号

又は名称を明記すること。 

⑤ 注意事項 

ア 入札回数は、１回とする。 

イ 郵送後の入札書の訂正、差し替え及び撤回は認めない。ただし平成３０年９月２５日

までの間は、入札辞退届を書面で四日市市上下水道局に提出すれば辞退することができ

る。 

 (2) 開札について 

① 日 時 平成３０年９月２６日１０時００分 

② 場 所 四日市市上下水道局３階 入札室 

 

６ 入札無効に関する事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 四日市市契約施行規則又は本件入札の条件に違反したとき。 

(2) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの 

(3) 同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは１人で同一事項に

対し金額の異なった２以上の入札をしたとき。 

(4) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき、又は押印のないとき。 

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 

(6) 入札金額を訂正し、又は改ざんしたもの 

(7) 入札書の宛名（宛名は「四日市市上下水道事業管理者」）が違うもの 

(8) 入札書に入札金額明細書又はこれに準じた明細書が添付されていないとき。 

(9) 入札金額と入札金額明細書又はこれに準じた明細書の合計金額が一致していないもの 

(10) 同一の入札について、同一の封筒に複数の入札書を封入し提出したもの 

(11) 同一の入札について、複数の封筒を提出したもの 

(12) 郵便による入札に使用する封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び調達件

名の特定がし難いもの 

(13) 郵便による入札に使用する封筒に記載された調達件名等と同封された入札書の件名等が

異なるもの 

(14) 入札者が協定して入札をしたとき。 

(15) 入札に際して不正の行為があったとき。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

いずれも免除する。 

 

８ 予定価格及び最低制限価格に関する事項 

(1) 予定価格は事前に公表しない。 



(2) 最低制限価格は設けない。 

 

９ 契約締結実績等の概要の公表 

(1) 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第１１条

第４項の規定により、契約締結の実績の概要を公表する。 

 (2) 落札者と本件契約を締結したときは、遅滞なく、入札者（落札者を含む。）の商号又は名

称及び入札金額（落札金額を含む。）を公表する。 

 

（四日市市上下水道局） 


